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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　織り込まれて波状に延在する第１強化繊維により、少なくとも一方の端部に開口が設け
られ、前記開口に連通する空間が内部に設けられるように形成された外側部材の、前記空
間に、第２強化繊維に樹脂が含浸した内側部材を挿入する挿入ステップと、
　前記内側部材の樹脂を硬化させることで、前記外側部材と前記内側部材とを接合して、
前記外側部材と前記内側部材とが接合した複合材料を形成する、複合材料形成ステップと
、
　を有する、複合材料の製造方法。
【請求項２】
　前記挿入ステップにおいて、複数の前記外側部材の外周面同士が連結して形成された連
結部材の、それぞれの前記外側部材の内部に、前記内側部材を挿入する、請求項１に記載
の複合材料の製造方法。
【請求項３】
　前記連結部材は、前記第１強化繊維が、複数の前記外側部材にわたって設けられている
、請求項２に記載の複合材料の製造方法。
【請求項４】
　前記挿入ステップにおいて、前記内側部材と前記外側部材との間に発熱部材を設けつつ
、前記外側部材の内部に前記内側部材を挿入する、請求項１から請求項３のいずれか１項
に記載の複合材料の製造方法。
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【請求項５】
　前記外側部材は、熱可塑性樹脂を含有する繊維が織り込まれており、前記複合材料形成
ステップにおいて、前記外側部材が含む熱可塑性樹脂を溶融させた後硬化させることで、
前記外側部材と前記内側部材とを接合する、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載
の複合材料の製造方法。
【請求項６】
　前記内側部材の樹脂は、前記熱可塑性樹脂を含有する繊維と同じ材料の熱可塑性樹脂で
ある、請求項５に記載の複合材料の製造方法。
【請求項７】
　前記外側部材は、前記第１強化繊維が、三次元状に織り込まれている、請求項１から請
求項４のいずれか１項に記載の複合材料の製造方法。
【請求項８】
　前記内側部材は、一方向に向かって延在する複数の前記第２強化繊維に樹脂が含浸した
一方向材である、請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の複合材料の製造方法。
【請求項９】
　前記第１強化繊維と前記第２強化繊維とは、同じ材料である、請求項１から請求項８の
いずれか１項に記載の複合材料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合材料の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　樹脂と強化繊維とを含む複合材料は、金属材料よりも軽量であり、さらに比強度及び比
剛性が高いため、航空機の部材など、様々な用途に用いられる。通常、このような複合材
料により部材を成形する際、強化繊維に樹脂が含浸されたシート状のプリプレグを積層し
て成形する。例えば、特許文献１には、一方向材の積層体とランダム材の積層体とを積層
する構成が記載されている。一方向材とは、強化繊維の延在方向を一方向にそろえたシー
ト状のＵＤ（Uni Direction）材である。また、ランダム材とは、強化繊維の延在方向が
ランダムとなっているシート状の部材である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－５９５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、一方向材やランダム材を積層して部材を成形する場合、成形体の強度は高くな
るが、複雑な形状を実現するのが困難となる。従って、所望の形状を容易に実現でき、か
つ、強度の低下を抑制できる複合材料が求められている。
【０００５】
　本発明は、上述した課題を解決するものであり、所望の形状を容易に実現でき、かつ、
強度の低下を抑制できる複合材料の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本開示に係る複合材料の製造方法は、
織り込まれて波状に延在する第１強化繊維により、少なくとも一方の端部に開口が設けら
れ、前記開口に連通する空間が内部に設けられるように形成された外側部材の、前記空間
に、第２強化繊維に樹脂が含浸した内側部材を挿入する挿入ステップと、前記内側部材の
樹脂を硬化させることで、前記外側部材と前記内側部材とを接合して、前記外側部材と前
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記内側部材とが接合した複合材料を形成する、複合材料形成ステップと、を有する。
【０００７】
　この複合材料の製造方法は、外側の形状を、コミングル材である外側部材で形成した上
で、内部の強度を、内側部材によって向上させることができる。従って、この製造方法に
よると、所望の形状を容易に実現でき、かつ、強度の低下が抑制された複合材料を製造す
ることができる。
【０００８】
　前記挿入ステップにおいて、複数の前記外側部材の外周面同士が連結して形成された連
結部材の、それぞれの前記外側部材の内部に、前記内側部材を挿入することが好ましい。
【０００９】
　前記連結部材は、前記第１強化繊維が、複数の前記外側部材にわたって設けられている
ことが好ましい。
【００１０】
　前記挿入ステップにおいて、前記内側部材と前記外側部材との間に発熱部材を設けつつ
、前記外側部材の内部に前記内側部材を挿入することが好ましい。
【００１１】
　前記外側部材は、熱可塑性樹脂を含有する繊維が織り込まれており、前記複合材料形成
ステップにおいて、前記外側部材が含む熱可塑性樹脂を溶融させた後硬化させることで、
前記外側部材と前記内側部材とを接合することが好ましい。
【００１２】
　前記内側部材の樹脂は、前記樹脂繊維と同じ材料の熱可塑性樹脂であることが好ましい
。
【００１３】
　前記外側部材は、前記第１強化繊維が、三次元状に織り込まれていることが好ましい。
【００１４】
　前記内側部材は、一方向に向かって延在する複数の第２強化繊維に樹脂が含浸した一方
向材であることが好ましい。
【００１５】
　前記第１強化繊維と前記第２強化繊維とは、同じ材料であることが好ましい。
【００１６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本開示に係る複合材料は、前記複合材
料の製造方法を用いて製造したものである。
【００１７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本開示に係る複合材料は、織り込まれ
た第１強化繊維、及び、前記第１強化繊維を覆う樹脂層を有する外側部材と、一方向に向
かって延在する複数の第２強化繊維、及び前記第２強化繊維を覆う樹脂を有する内側層が
重なった内側部材と、を有し、前記外側部材は、前記内側部材の周囲に密着して設けられ
る。
【００１８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本開示に係る複合材料は、第１強化繊
維、及び、前記第１強化繊維を覆う樹脂層を有する外側部材と、織り込まれた第２強化繊
維、及び前記第２強化繊維を覆う樹脂を有する内側層が重なった内側部材と、を有し、前
記外側部材は、前記内側部材の周囲に密着して設けられる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、所望の形状を容易に実現でき、かつ、強度の低下を抑制することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本実施形態に係る複合材料の構成を示す模式図である。
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【図２】図２は、内側部材の模式的な断面図である。
【図３】図３は、成形前の外側部材の模式図である。
【図４Ａ】図４Ａは、成形前の外側部材の模式的な部分図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、成形前の外側部材の模式的な部分図の他の例である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、成形前の外側部材の模式的な部分図の他の例である。
【図４Ｄ】図４Ｄは、成形前の外側部材の模式的な部分図の他の例である。
【図５Ａ】図５Ａは、成形後の外側部材の模式図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、成形後の外側部材の模式図の他の例である。
【図６】図６は、複合材料の製造工程を説明する説明図である。
【図７】図７は、加熱工程の他の例を示す模式図である。
【図８】図８は、複合材料の形状の他の例を示す図である。
【図９】図９は、成形後の外側部材の部分図の一例である。
【図１０】図１０は、複合材料の他の例の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。なお、この実
施形態により本発明が限定されるものではなく、また、実施形態が複数ある場合には、各
実施形態を組み合わせて構成するものも含むものである。
【００２２】
　図１は、本実施形態に係る複合材料の構成を示す模式図である。本実施形態に係る複合
材料１０は、例えば航空機などの製品に用いられる部材である。本実施において、複合材
料１０は、断面がＩ字形状の部材であるが、形状はこれに限られない。また、以下、方向
Ｘと、方向Ｘに直交する方向Ｙと、方向Ｘ及び方向Ｙに直交する方向Ｚを規定する。
【００２３】
　図１に示すように、本実施形態に係る複合材料１０は、芯材としての内側部材１２Ａ、
１２Ｂ、１２Ｃと、芯材を覆う外側部材１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃと、を有する。外側部材
１４Ａは、開口３６Ａが開口している筒状の部材である。外側部材１４Ｂは、開口３６Ｂ
が開口している筒状の部材である。外側部材１４Ｃは、開口３６Ｃが開口している筒状の
部材である。外側部材１４Ａは、連結箇所３７Ａにおいて、外側部材１４Ｂの連結箇所３
７Ｂ１に連結されている。また、外側部材１４Ｃは、連結箇所３７Ｃにおいて、外側部材
１４Ｂの連結箇所３７Ｂ２に連結されている。連結箇所３７Ａは、外側部材１４Ａの筒形
状の外周部分の箇所である。連結箇所３７Ｂ１、３７Ｂ２は、外側部材１４Ｂの筒形状の
外周部分の箇所である。連結箇所３７Ｃは、外側部材１４Ｃの筒形状の外周部分の箇所で
ある。すなわち、外側部材１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃは、外周面同士が連結して、連結部材
１５を形成している。連結部材１５は、筒状の外側部材１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃが連結し
て、開口３６Ａ、３６Ｂ、２６Ｃを有するＩ字形状となっている。外側部材１４Ａ、１４
Ｂ、１４Ｃの詳細な構造については後述する。また、以下、外側部材１４Ａ、１４Ｂ、１
４Ｃを区別しない場合は、外側部材１４と記載する。同様に、開口３６Ａ、３６Ｂ、３６
Ｃを区別しない場合は、開口３６と記載する。
【００２４】
　内側部材１２Ａは、外側部材１４Ａの開口３６Ａ内に設けられ、外周面が外側部材１４
Ａの内周面（開口３６Ａの外周面）に接合されている。内側部材１２Ｂは、外側部材１４
Ｂの開口３６Ｂ内に設けられ、外周面が外側部材１４Ｂの内周面（開口３６Ｂの外周面）
に接合されている。内側部材１２Ｃは、外側部材１４Ｃの開口３６Ｃ内に設けられ、外周
面が外側部材１４Ｃの内周面（開口３６Ｃの外周面）に接合されている。すなわち、内側
部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃは、外側部材１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃの開口３６Ａ、３６Ｂ
、２６Ｃを閉塞するように設けられている。以下、内側部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃを区
別しない場合は、内側部材１２と記載する。
【００２５】
　図２は、内側部材の模式的な断面図である。内側部材１２は、第２強化繊維としての強
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化繊維２２と、樹脂２４とを含む複合材であり、さらに言えば、強化繊維２２に樹脂２４
が含浸した複合材である。強化繊維２２は、樹脂２４よりも強度が高い繊維である。強化
繊維２２は、材質が炭素である炭素繊維（Carbon Fiber）である。また、樹脂２４は、所
定の温度まで加熱すると溶融する熱可塑性樹脂である。樹脂２４は、熱可塑性の樹脂とし
て、例えば、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリエーテルケトンケトン（Ｐ
ＥＫＫ）、及びポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）等が用いられる。すなわち、本実
施形態では、内側部材１２は、炭素繊維強化熱可塑性プラスチック（ＣＦＲＴＰ；Carbon
 Fiber Reinforced Thermo Plastics）である。ただし、強化繊維２２は、炭素繊維に限
られず、他のプラスチック繊維、ガラス繊維又は金属繊維でもよい。ただし、樹脂２４は
、熱可塑性樹脂であることに限られず、例えば熱硬化性樹脂であってもよい。熱硬化性樹
脂としては、例えば、エポキシ樹脂が用いられる。
【００２６】
　図２に示すように、内側部材１２は、内側層２５が複数積層して構成されている。内側
層２５は、母材である樹脂２４の層内に、複数の強化繊維２２が並んでいる層である。た
だし、内側層２５同士は接合されているため、内側層２５同士に界面は無いといえる。従
って、内側層２５とは、一列に並んだ強化繊維２２とそれらの強化繊維２２を覆う樹脂２
４の層であるといえる。
【００２７】
　本実施形態では、内側部材１２Ａ、１２Ｃは、内側層２５が方向Ｚに沿って積層されて
おり、内側層２５において、強化繊維２２が方向Ｘに沿って並んでいる。内側部材１２Ａ
、１２Ｃは、方向Ｘに沿った長さが、方向Ｚに沿った長さより長く、方向Ｙに沿った長さ
が、方向Ｘに沿った長さより長い。また、内側部材１２Ｂは、内側層２５が方向Ｘに沿っ
て積層されており、内側層２５において、強化繊維２２が方向Ｚに沿って並んでいる。内
側部材１２Ｂは、方向Ｚに沿った長さが、方向Ｘに沿った長さより長く、方向Ｙに沿った
長さが、方向Ｚに沿った長さより長い。ただし、内側部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃにおけ
る内側層２５の積層方向と、内側層２５における強化繊維２２の並ぶ方向は、任意である
。
【００２８】
　また、図２に示すように、内側部材１２は、母材である樹脂２４内に、複数の強化繊維
２２が方向Ｙに沿って直線状に延在している。すなわち、内側部材１２は、一方向材、言
い換えればＵＤ（Uni Direction）材である。内側部材１２は、長さが最も長い方向Ｙに
沿って、強化繊維２２が延在していることが好ましい。ただし、強化繊維２２は、複数が
配列して任意の一方向に向かって延在するものであれば、方向Ｙに沿って延在することに
限られない。また、本実施形態では、内側部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃの全てにおいて、
強化繊維２２が同じ方向に延在している。ただし、強化繊維２２の延在方向が内側部材１
２毎に異なっていてもよい。また、内側部材１２は、内側層２５毎に、強化繊維２２の延
在方向が異なってもよい。また、内側部材１２は、強化繊維２２の延在方向が一方向にの
み向いていなくてもよく、強化繊維２２の延在方向が複数の方向を向いていてもよい。ま
た、内側部材１２は、内側層２５内において、互いに異なる方向（例えばＸ方向及びＹ方
向）に延在する強化繊維２２同士が織り込まれていてもよい。すなわち、内側層２５は、
クロス材であってもよい。
【００２９】
　また、内側部材１２は、必ずしも複数の内側層２５を積層した積層体でなくてよく、例
えば、複数の強化繊維２２を束ねて一方向に延在するロープ状の強化繊維体とし、その強
化繊維体が樹脂２４で覆われた構成であってもよい。すなわち、内側部材１２は、直線状
に延在する樹脂２４の周囲が樹脂２４で覆われた構造であればよい。
【００３０】
　また、強化繊維２２は、内側部材１２のＹ方向に沿った一方の端部近傍から他方の端部
近傍まで連続して延在する。すなわち、強化繊維２２は、連続繊維である。ただし、強化
繊維２２は、連続繊維であることに限られず、途中で途切れてもよい。また、強化繊維２
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２は、直線状に延在していることが好ましい。
【００３１】
　次に、外側部材１４について説明する。図３は、成形前の外側部材の模式図である。図
３に示す外側部材１４ａは、成形前の外側部材である。言い換えれば、外側部材１４ａは
、内側部材１２に接合される前の外側部材１４である。図３に示すように、外側部材１４
ａとしての外側部材１４Ａａと外側部材１４Ｂａと外側部材１４Ｃａとは、連結して連結
部材１５ａを形成している。なお、図３では、便宜的に、外側部材１４ａの一部の領域の
み、強化繊維３２と樹脂繊維３４ａとが形成されているように記載されているが、実際は
、外側部材１４ａの全領域において、強化繊維３２と樹脂繊維３４ａとが形成されている
。
【００３２】
　外側部材１４ａは、方向Ｙに沿って延在する筒状の部材であり、開口３６が、方向Ｙに
沿った一方の端部から他方の端部にわたって開口している。外側部材１４ａは、第１強化
繊維としての強化繊維３２と、樹脂繊維３４ａとが織り込まれて形成されている。すなわ
ち、外側部材１４ａは、炭素繊維強化熱可塑性プラスチック製のコミングル材である。内
側部材１２の強化繊維２２が樹脂２４の層に覆われている一方、外側部材１４ａは、強化
繊維３２及び樹脂繊維３４ａが樹脂層などの他の層に覆われておらず、外部に露出してい
る。ただし、強化繊維３２は、外部に露出せず、周囲が樹脂で覆われていてもよい。なお
、開口３６は、外側部材１４ａの方向Ｙに沿った一方の端部に開口しており、内部に内側
部材１２を挿入可能であれば、他方の端部まで延在していなくてもよい。すなわち、外側
部材１４ａは、袋状であってもよい。また、外側部材１４ａの表面に、衝撃を吸収する部
材を設けてもよい。なお、図３の例では、外側部材１４ａは、方向Ｙに沿った長さ、すな
わち開口３６が貫通する方向の長さが、方向Ｘ及び方向Ｚに沿った長さより長いが、長さ
の関係は、それに限られない。例えば、外側部材１４ａは、方向Ｙに沿った長さが、方向
Ｘ及び方向Ｚに沿った長さより短くてよい。
【００３３】
　このように、外側部材１４ａは、筒状又は袋状であり、言い換えれば、空間３５と開口
３６とが設けられた中空の部材であるということができる。開口３６は、外側部材１４ａ
の一方の端部に開口している。空間３５は、外側部材１４ａの内部に設けられた空間であ
る。開口３６と空間３５とは、連通している。従って、外側部材１４ａは、後述するよう
に、開口３６から空間３５内に、内側部材１２が挿入可能となっている。なお、図３の例
では、外側部材１４ａは、一方の端部と他方の端部とに開口３６が設けられ、それぞれが
空間３５と連通した形状（筒状）となっている。ただし、外側部材１４ａは、一方の端部
のみに開口３６が設けられてもよい。この場合、外側部材１４ａは、他方の端部が閉塞さ
れた形状（袋状）となる。
【００３４】
　外側部材１４ａの強化繊維３２は、織り込まれることで、波状に延在している。図３の
例では、方向Ｚに向かって延在する強化繊維３２は、延在方向である方向Ｚに向かうに従
って、方向Ｙに沿った両方向にうねっている。すなわち、強化繊維３２は、方向Ｚに向か
うに従って、方向Ｙ側に傾斜するように延在し、さらに方向Ｚに向かうに従って方向Ｙと
反対側に傾斜するように延在し、それを繰り返すように波状に延在している。さらに言え
ば、強化繊維３２の箇所３２ａと、箇所３２ａよりも方向Ｚ側の箇所３２ｂとは、方向Ｙ
において異なる位置となっている。すなわち、箇所３２ｂは、箇所３２ａよりも方向Ｙ側
に位置している。このように、内側部材１２の強化繊維２２が直線状に延在する一方、外
側部材１４ａの強化繊維３２は、波状に延在する。ただし、内側部材１２の強化繊維２２
は、完全に直線状でなくてもよく、外側部材１４ａの強化繊維３２の波状の起伏（箇所３
２ａと箇所３２ｂとの高さの差）が、内側部材１２の強化繊維２２の起伏より大きければ
よい。このように強化繊維３２が波状に延在することで、外側部材１４ａは曲げ代が確保
されて、形状成形が容易となる。
【００３５】
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　強化繊維３２は、材質が炭素である炭素繊維であり、内側部材１２の強化繊維２２と同
じ材料で形成される。ただし、強化繊維３２は、炭素繊維と樹脂繊維とが混ぜられた繊維
であってもよい。また、強化繊維３２は、強化繊維２２と異なる材料であってもよく、例
えば、炭素繊維の代わりに、他のプラスチック繊維、ガラス繊維又は金属繊維を含んでも
よい。強化繊維３２を、導電性を有する金属繊維とすることで、複合材料１０の表面の導
電性を向上することができ、耐雷特性を向上させることができる。また、内側部材１２の
強化繊維２２が導電性を有する金属繊維にすることで、複合材料１０の内部で、Ｙ方向に
沿って電流を流すことが可能となるため、電線としての機能を持たせることができる。
【００３６】
　樹脂繊維３４ａは、樹脂を含んだ繊維であり、より詳しくは、熱可塑性樹脂を含んだ繊
維である。樹脂繊維３４ａは、熱可塑性樹脂により構成され、不可避的不純物を除き他の
材料を含まないが、少なくとも熱可塑性樹脂を含有していれば、他の材料成分を含んでい
てもよい。樹脂繊維３４ａは、内側部材１２の樹脂２４と同じ材料の熱可塑性樹脂を繊維
状に形成したものである。樹脂繊維３４ａは、熱可塑性の樹脂として、例えば、ポリエー
テルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリエーテルケトンケトン（ＰＥＫＫ）、及びポリフ
ェニレンサルファイド（ＰＰＳ）等が用いられる。また、樹脂繊維３４ａは、熱可塑性樹
脂を含有する繊維状の部材であれば、内側部材１２の樹脂２４と異なる材料であってもよ
い。
【００３７】
　外側部材１４ａは、強化繊維３２と樹脂繊維３４ａとが織り込まれることで、筒状に形
成された部材である。本実施形態では、複数の強化繊維３２が外周に沿って延在し、強化
繊維３２に交錯するように、複数の樹脂繊維３４ａが延在している。すなわち、強化繊維
３２は、樹脂繊維３４ａと交差する方向に延在しており、隣接する２つの樹脂繊維３４ａ
の間を通っている。同様に、樹脂繊維３４ａも、隣接する２つの強化繊維３２の間を通っ
ている。強化繊維３２と樹脂繊維３４ａとは、例えば、平織の袋織で織り込まれている。
また、図３に示すように、強化繊維３２は、方向Ｙから見た外側部材１４ａの中心軸を中
心とした円周方向、すなわち周方向に沿って、延在している。強化繊維３２は、方向Ｙに
沿って複数設けられている。そして、樹脂繊維３４ａは、方向Ｙに沿って延在し、外側部
材１４ａの周方向に沿って複数設けられており、強化繊維３２に対して織り込まれている
。ただし、強化繊維３２は、外側部材１４ａの中心軸を中心とした周方向に沿って延在す
ることに限られず、他の方向に沿って延在していてもよい。
【００３８】
　また、強化繊維３２は、外側部材１４ａの周方向の一周にわたって連続して延在してい
る。すなわち、強化繊維３２は、連続繊維である。ただし、強化繊維３２は、連続繊維で
あることに限られず、一周の途中で途切れてもよい。また、強化繊維３２は、周方向に沿
って延在しているため、内側部材１２の強化繊維２２の延在方向を軸方向とした場合の、
周方向に沿って延在するといえる。すなわち、強化繊維３２は、強化繊維２２の周りを周
方向に沿って延在しているということができる。さらに言えば、内側部材１２の強化繊維
２２が、主荷重が生じる方向（ここでは方向Ｙ）に延在し、外側部材１４ａの強化繊維３
２が、この強化繊維２２を束ねる周方向に延在していることが好ましい。
【００３９】
　また、外側部材１４ａは、複数の強化繊維３２を有しているが、強化繊維３２を一本の
み有していてもよい。この場合、強化繊維３２は、例えば、外側部材１４ａの周方向に複
数周にわたって連続して延在する。同様に、外側部材１４ａは、Ｙ方向に沿って延在する
樹脂繊維３４ａを複数有しているが、樹脂繊維３４ａを一本のみ有していてもよい。この
場合、樹脂繊維３４ａは、外側部材１４ａのＹ方向に沿った端部で折り返して、外側部材
１４ａの周方向に沿って配列する。
【００４０】
　図４Ａは、成形前の外側部材の模式的な部分図である。上述のように、外側部材１４Ａ
ａと外側部材１４Ｂａと外側部材１４Ｃａとは連結している。この連結部分における強化
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繊維３２について説明する。図４Ａの例では、外側部材１４Ｂａと外側部材１４Ｃａとの
連結部分、すなわち連結箇所３７Ｂ２、３７Ｃについて説明している。連結箇所３７Ｂ２
と連結箇所３７Ｃとは、互いに連結されているため一体となっている。強化繊維３２と樹
脂繊維３４ａとは、この連結箇所３７Ｂ２、３７Ｃにも設けられている。具体的には、外
側部材１４Ｂａは、強化繊維３２として、強化繊維３２Ａと強化繊維３２Ｂとを有してい
る。また、外側部材１４Ｃａは、強化繊維３２として、強化繊維３２Ｃを有している。強
化繊維３２Ａは、外側部材１４Ｂａの周方向に沿って延在し、外側部材１４Ｂａの一周に
わたって設けられている。すなわち、強化繊維３２Ａは、連結箇所３７Ｂ２においても織
り込まれている。また、強化繊維３２Ｃは、外側部材１４Ｃａの周方向に沿って延在し、
外側部材１４Ｃａの一周にわたって設けられている。すなわち、強化繊維３２Ｃは、連結
箇所３７Ｃにおいても織り込まれている。
【００４１】
　一方、強化繊維３２Ｂは、外側部材１４Ｂａの外周面から外側部材１４Ｃａの外周面に
わたって設けられている。すなわち、強化繊維３２Ａが外側部材１４Ｂａの外周を一周し
て、他の外側部材１４Ａａ、１４Ｃａには設けられていないのに対し、強化繊維３２Ｂは
、連結部材１５ａ（外側部材１４ａの集合体）全体の外周を一周している。言い換えれば
、強化繊維３２Ｂは、複数の外側部材１４にわたって設けられている。強化繊維３２Ｂは
、連結箇所３７Ｂ２、３７Ｃには設けられていない。なお、強化繊維３２Ｂは、全ての外
側部材１４Ａａ、１４Ｂａ、１４Ｃａにわたって設けられているが、隣接する少なくとも
２つの外側部材１４ａにわたっていればよい。外側部材１４Ａａと外側部材１４Ｂａとの
連結箇所３７Ａ、３７Ｂ１での強化繊維３２は、連結箇所３７Ｂ２、３７Ｃでの強化繊維
３２と同様に織り込まれているため、説明を省略する。
【００４２】
　図４Ｂから図４Ｄは、成形前の外側部材の模式的な部分図の他の例である。連結箇所３
７Ｂ２、３７Ｃにおける強化繊維の配置は、図４Ａの例に限られない。例えば、図４Ｂに
示すように、強化繊維３４Ｂｓを、連結箇所３７Ｂ２、３７Ｃ内まで延在させてもよい。
この場合、強化繊維３４Ｂｓは、連結箇所３７Ｂ２、３７Ｃ内において、方向Ｚに沿って
延在させることが好ましい。外側部材１４Ｂａと外側部材１４Ｃａとが剥離する方向（こ
こでは方向Ｚ）に荷重を受けた場合に、強化繊維３４Ｂｓによって、剥離を好適に抑制す
ることができる。
【００４３】
　また、図４Ｃに示すように、強化繊維３２Ｂｔを連結箇所３７Ｂ２、３７Ｃ内において
、交差させてもよい。図４Ｃは、強化繊維を一本とした例であるが、強化繊維を複数設け
た場合であっても、強化繊維３２Ｂｔを連結箇所３７Ｂ２、３７Ｃ内において交差させて
もよい。強化繊維３２Ｂｔを連結箇所３７Ｂ２、３７Ｃ内において交差させることで、連
結箇所３７Ｂ２、３７Ｃにおける強度低下を好適に抑制することができる。
【００４４】
　また、図４Ｄに示すように、連結箇所３７Ｂ２、３７Ｃにおいて、部材４０を設けても
よい。部材４０は、強化繊維４１と樹脂層４２とを有する部材であり、内側部材１２と同
様のＵＤ材である。連結箇所３７Ｂ２、３７Ｃに部材４０を設けることで、連結箇所３７
Ｂ２、３７Ｃにおける強度低下を好適に抑制することができる。ただし、部材４０は、強
化繊維を含む部材であれば、ＵＤ材に限られない。また、部材４０は、図４Ａに示す構造
に設けたものであるが、図４Ｂ及び図４Ｃに示す構造においても設けてよい。
【００４５】
　このように、外側部材１４ａは、強化繊維３２と樹脂繊維３４ａとが織り込まれること
で、強化繊維３２が波状に延在し、筒状に形成された部材である。ただし、強化繊維３２
が、炭素繊維と樹脂繊維とが混ぜられた繊維である場合、樹脂繊維３４ａが織り込まれて
いなくてもよい。すなわち、外側部材１４ａは、炭素繊維と樹脂繊維とが混ぜられた強化
繊維３２同士が、織り込まれていてもよい。この場合、図３の強化繊維３２と樹脂繊維３
４ａとで示すように、２本の強化繊維３２が織り込まれたものに限られず、１本の強化繊
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維３２が、織り込まれて、言い換えれば編み込まれていてもよい。また、炭素繊維と樹脂
繊維とが混ぜられた強化繊維と、炭素繊維であって樹脂繊維を含まない強化繊維とが、織
り込まれていてもよい。
【００４６】
　以上説明した外側部材１４ａ内に、内側部材１２が挿入され、加熱及び冷却することで
、外側部材１４が成形される。図５Ａは、成形後の外側部材の模式図である。外側部材１
４ａが有する樹脂繊維３４ａは、熱可塑性樹脂であるため、加熱により溶融する。溶融し
た樹脂繊維３４ａは、液状の樹脂となって流動し、強化繊維３２に含浸し、また、強化繊
維３２の周囲を覆う。この液状の樹脂を冷却すると、硬化して、樹脂３４となる。外側部
材１４は、外側部材１４ａ中の樹脂繊維３４ａが溶融した後、樹脂３４に変わったもので
ある。すなわち、図５Ａに示すように、外側部材１４は、強化繊維３２と樹脂３４とを有
する複合材料であり、強化繊維３２に樹脂３４が含浸している。さらに言えば、外側部材
１４は、母材である樹脂３４内に、複数の強化繊維３２が周方向に沿って延在している。
また、強化繊維３２は、外側部材１４ａの状態において、樹脂繊維３４ａに織り込まれて
いたため、波状に延在している。従って、外側部材１４においても、強化繊維３２は、外
側部材１４ａの状態のまま、波状に延在している。
【００４７】
　図５Ｂは、成形後の外側部材の模式図の他の例である。樹脂繊維３４ａの代わりに、炭
素繊維と樹脂繊維とが混ぜられた強化繊維が用いられた場合、炭素繊維の部分は溶融せず
に残る。この場合は、図５Ｂに示すように、強化繊維３２に織り込まれた炭素繊維３４ｂ
の部分が残った形態となる。この場合、成形後の外側部材１４は、互いに織り込まれた強
化繊維３２と炭素繊維３４ｂとが、樹脂３４に覆われた（含浸された）構造となる。この
ように炭素繊維３４ｂを残すことで、炭素繊維３４ｂにより強化繊維３２を束ねた状態を
保つことができ、強度低下をより好適に抑制することができる。
【００４８】
　複合材料１０は、以上のような構造の内側部材１２と外側部材１４とを有している。以
下、複合材料１０の製造工程について説明する。図６は、複合材料の製造工程を説明する
説明図である。図６に示すように、複合材料１０を製造する際は、まず、内側部材１２と
、成形前の外側部材１４ａとを準備する。樹脂２４として熱硬化性樹脂を用いた場合、準
備する内側部材１２は、樹脂２４の硬化前のプリプレグの状態であってもよいし、樹脂２
４を硬化させた後の状態であってもよい。
【００４９】
　内側部材１２と外側部材１４ａとを準備した後、外側部材１４ａの内部に内側部材１２
を挿入する（ステップＳ１０；挿入ステップ）。具体的には、外側部材１４Ａａの開口３
６Ａから空間３５内に、内側部材１２Ａを挿入して、外側部材１４Ａａの内部に内側部材
１２Ａを配置する。また、外側部材１４Ｂａの開口３６Ｂから空間３５内に、内側部材１
２Ｂを挿入して、外側部材１４Ｂａの内部に内側部材１２Ｂを配置する。また、外側部材
１４Ｃａの開口３６Ｃから空間３５内に、内側部材１２Ｃを挿入して、外側部材１４Ｃａ
の内部に内側部材１２Ｃを配置する。なお、このステップＳ１０において、外側部材１４
ａの内周と内側部材１２の外周とは、接合されていない。また、外側部材１４ａの内周と
内側部材１２の外周とは、密着しておらず一部が離間していてよい。また、外側部材１４
ａの内周と内側部材１２の外周との間に、樹脂製のフィルムを挿入して、接合性を向上さ
せてもよい。
【００５０】
　なお、挿入ステップにおいては、全ての内側部材１２を外側部材１４ａに挿入したが、
一部の内側部材１２のみを外側部材１４ａに挿入してもよい。例えば、挿入ステップにお
いて後段のステップで加熱する箇所の内側部材１２だけを、外側部材１４ａに挿入しても
よい。例えば、複合材料１０を別の部材に接合する場合は、後述するステップＳ１６の後
に、複合材料１０を別の部材に接合する。この場合、別の部材に接合する面における内側
部材１２は、この挿入ステップで挿入しなくてもよい。この内側部材１２は、別の部材に
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接合する際に、外側部材１４ａに挿入し、別の部材と接合するための加熱により、外側部
材１４に接合される。
【００５１】
　外側部材１４ａの内部に内側部材１２を挿入した後、内側部材１２が挿入された外側部
材１４ａを、型５０、５２内に配置する。図６の例では、型５０は、外側部材１４ａの方
向Ｘに沿った一方の表面に押当てられ、型５２は、外側部材１４ａの方向Ｘに沿った他方
の表面に押当てられる。すなわち、外側部材１４ａは、型５０と型５２とに挟まれ、型５
０、５２内に収納される。外側部材１４ａは、型５０、５２内で、加圧されながら加熱さ
れる（ステップＳ１２；加熱ステップ）。この加熱ステップにおいて、外側部材１４ａは
、樹脂繊維３４ａの融点以上の温度まで加熱されるため、樹脂繊維３４ａが溶融し、液状
の樹脂となる。この液状の樹脂は、流動して、強化繊維３２に含浸しつつ、強化繊維３２
の周囲を覆う。外側部材１４ａは、この液状の樹脂により、外周の形状が例えば型５０、
５２により定められた形となる。また、内側部材１２の樹脂２４も溶融する。従って、外
側部材１４ａの内周と内側部材１２の外周との間の空間は、内側部材１２の溶融した樹脂
２４や、樹脂繊維３４ａの溶融した樹脂により、閉塞（充填）される。従って、外側部材
１４ａの開口３６が内側部材１２によって閉塞される。
【００５２】
　内側部材１２が挿入された外側部材１４ａを加熱した後、内側部材１２が挿入された外
側部材１４ａが冷却される（ステップＳ１４；冷却ステップ）。この冷却ステップにおい
ては、内側部材１２が挿入された外側部材１４ａは、型５０、５２内において、樹脂繊維
３４ａの融点より低い温度まで冷却され、所定時間保持される。従って、樹脂繊維３４ａ
の溶融した樹脂は、樹脂３４として硬化し、外側部材１４となる。また、内側部材１２の
樹脂２４も硬化する。型５０、５２によって所望の形状となった液状の樹脂が硬化するこ
とで、樹脂は、その所望の形状となったまま硬化する。これにより、複合材料１０が、形
成される。また、内側部材１２と外側部材１４とは、樹脂の硬化により、接合される。本
実施形態においては、加熱ステップと冷却ステップとが、複合材料形成ステップに相当す
る。
【００５３】
　冷却ステップを実行して樹脂が硬化した後、複合材料１０を型５０、５２から取り出し
（ステップＳ１６；取り出しステップ）、複合材料１０の製造工程は終了する。なお、樹
脂２４として熱硬化性樹脂を用いた場合であって、準備工程においてプリプレグの状態の
内側部材１２を用いた場合は、加熱ステップにおいて樹脂２４が硬化する。また、樹脂２
４として熱硬化性樹脂を用いた場合であって、準備工程において硬化済みの内側部材１２
を用いた場合は、内側部材１２は、加熱ステップ及び冷却ステップにおいて、形状が変化
しない。
【００５４】
　ここで、例えば内側部材１２は、プリプレグの状態において、強化繊維に樹脂が含浸し
た部材である。例えば複合材料１０のようなＩ字形状を、この部材のみから実現する場合
、Ｃ字型とした２つの部材を背中合わせにし、上下にキャップとフィラーとを組み合わせ
る必要がある。このように、プリプレグの状態から強化繊維に樹脂が含浸した部材は、プ
リプレグの状態でも板状となっているため、曲げ加工などが困難となり、複雑な形状の形
成が困難である。一方、例えば外側部材１４のようなコミングル材は、プリプレグ（成形
前）の状態において、樹脂である樹脂繊維と強化繊維とが織り込まれた構造となっており
、さらに言えば、強化繊維が波状に延在している。従って、曲げ加工などによる、複雑な
形状も実現可能である。しかし、コミングル材は、プリプレグの状態から強化繊維に樹脂
が含浸した部材に比べ、強度が低い傾向にある。従って、強化繊維と樹脂とを有する複合
材料において、所望の形状を容易に実現でき、かつ、強度の低下を抑制できるものが求め
られている。
【００５５】
　それに対し、本実施形態に係る複合材料１０は、挿入ステップと複合材料ステップとに
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よって製造される。挿入ステップは、外側部材１４ａの内部の空間３５に内側部材１２を
挿入するステップである。外側部材１４ａは、織り込まれて波状に延在する強化繊維３２
（第１強化繊維）により、少なくとも一方の端部に開口３６が設けられ、開口３６に連通
する空間３５が内部に設けられるように形成された部材である。内側部材１２は、強化繊
維２２（第２強化繊維）に樹脂２４が含浸した部材である。複合材料形成ステップは、内
側部材１２の樹脂２４を硬化させることで、外側部材１４と内側部材１２とを接合して、
複合材料１０を形成する。複合材料１０は、外側部材１４と内側部材１２とが接合した部
材である。
【００５６】
　本実施形態に係る複合材料１０は、内側部材１２として、強化繊維２２に樹脂２４が含
浸したものである。そして、外側部材１４ａは、強化繊維３２を織り込んで、開口３６と
空間３５とが連通する形状、すなわち筒状に形成したものであり、強化繊維３２は、織り
込まれることで波状に延在している。そして、このような外側部材１４ａで、その内側部
材１２を覆う。そして、内側部材１２の樹脂２４を硬化させることで、外側部材１４と内
側部材１２とを接合する。このように製造された複合材料１０は、外側部材１４の内部に
内側部材１２が設けられた構造となり、言い換えれば、外側部材１４が内側部材１２の周
囲に密着した構造となる。外側部材１４ａは、強化繊維３２が波状に延在するため、形状
の自由度が高い。従って、この製造方法によると、外側部材１４ａで外側の形状を形成し
た上で、内部の強度を内側部材１２によって向上させることができる。従って、このよう
な製造方法で製造された複合材料１０は、所望の形状を容易に実現でき、かつ、強度の低
下がよく抑制されたものとなる。
【００５７】
　また、挿入ステップにおいて、連結部材１５ａが有するそれぞれの外側部材１４ａの内
部に、内側部材１２を挿入することが好ましい。連結部材１５ａは、複数の外側部材１４
ａの外周面同士が連結して形成された部材である。本実施形態に係る製造方法は、筒状の
外側部材１４ａの外周面を連結した連結部材１５ａを用いて、複合材料１０を製造する。
従って、このような製造方法で製造された複合材料１０は、所望の形状を容易に実現でき
、かつ、強度の低下が抑制されたものとなる。
【００５８】
　また、連結部材１５ａは、第１強化繊維としての強化繊維３２が、複数の外側部材１４
ａにわたって設けられている。従って、この連結部材１５ａは、表面の強度低下をより好
適に抑制することができる。また、強化繊維３２が複数の外側部材１４にわたって連続し
ているため、例えば強化繊維３２の一部が破損しても、強化繊維３２の他の部分で強度を
担保することができる。
【００５９】
　また、外側部材１４ａは、熱可塑性樹脂を含有する繊維が織り込まれている。そして、
複合材料形成ステップにおいて、外側部材１４ａが含む熱可塑性樹脂を溶融させた後硬化
させることで、外側部材１４ａと内側部材１２とを接合する。この外側部材１４ａは、熱
可塑性樹脂を含有する繊維が織り込まれたコミングル材である。従って、外側の形状を、
コミングル材である外側部材１４で形成した上で、内部の強度を、内側部材１２によって
向上させることができる。従って、このような製造方法で製造された複合材料１０は、所
望の形状をより容易に実現することができる。
【００６０】
　また、内側部材１２の樹脂２４は、樹脂繊維３４ａと同じ材料の熱可塑性樹脂であるこ
とが好ましい。内側部材１２と外側部材１４とで樹脂を同じ材料とすることで、内側部材
１２と外側部材１４とを好適に接合することができる。
【００６１】
　また、内側部材１２は、一方向に向かって延在する複数の強化繊維２２（第２強化繊維
）に樹脂２４が含浸した一方向材であることが好ましい。内側部材１２として一方向材を
用いることで、複合材料１０の強度低下をより好適に抑制することができる。
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【００６２】
　また、強化繊維３２（第１強化繊維）と強化繊維２２（第２強化繊維）とは、同じ材料
であることが好ましい。内側部材１２と外側部材１４とで強化繊維の材料を共通とするこ
とで、複合材料１０の強度低下をより好適に抑制することができる。ただし、上述のよう
に、強化繊維３２と強化繊維２２とを異なる材料とすることもできる。この場合、内側部
材１２用に適切な機能を持たせつつ、外側部材１４用の適切な機能を持たせることができ
る。
【００６３】
　なお、本実施形態においては、加熱ステップ及び冷却ステップにおいて、型５０、５２
で外側部材１４ａを加圧していた。ただし、必ずしも型５０、５２を用いなくてもよい。
図７は、加熱工程の他の例を示す模式図である。加熱ステップにおいては、外側部材１４
ａの外周面１６に、加圧部材５４を接触させる。加圧部材５４は、外周面１６を押圧する
部材である。この場合、外側部材１４ａは、型５０、５２に入れられず、また、加圧部材
５４が接触される外周面１６と反対側の表面が、加圧されず開放されている。外側部材１
４ａは、外周面１６が加圧部材５４に押圧され、内周面１８が、内側部材１２に支持され
る。従って、外側部材１４ａは、加圧部材５４と内側部材１２とに、押圧（加圧）される
。また、加熱ステップにおいては、例えば加圧部材５４により、押圧した状態の外側部材
１４ａの外周面１６を加熱する。これにより、押圧された状態で外側部材１４ａ内の熱可
塑性樹脂が溶融する。内側部材１２も熱可塑性樹脂を含んでいる場合、内側部材１２の表
面の熱可塑性樹脂も融解して、外側部材１４ａの熱可塑性樹脂と混ざり合う。その後、冷
却ステップで熱可塑性樹脂を硬化させることで、所望の形状の外側部材１４となる。
【００６４】
　なお、このように加熱する場合は、内側部材１２がある程度の剛性を有していることが
好ましい。従って、例えば、加圧部材５４は、内側部材１２に対し、樹脂２４の溶融温度
より低い温度に保ってもよい。また、内側部材１２の樹脂２４の溶融温度より高い温度に
加熱して、内側部材１２の界面が外側部材１４の界面と混ざり合うようにしてもよい。ま
たは、熱硬化性樹脂である樹脂２４を有し、かつ、樹脂２４が硬化済みの内側部材１２を
用いることも好ましい。この場合、内側部材１２と樹脂２４との間に、内側部材１２と樹
脂２４とを接着する接着層を設けることが好ましい。すなわち、内側部材１２と樹脂２４
との間に、フィルム状の接着剤を挟んでもよいし、内側部材１２と樹脂２４との間に、接
着剤を塗布してもよい。
【００６５】
　また、図７に示すように、内側部材１２と外側部材１４ａとの間に、発熱部材６０を配
置してもよい。この場合、加熱ステップにおいて、内側部材１２と外側部材１４ａとの間
に発熱部材６０が設けられた状態で、外側部材１４ａの外周面１６に、加圧部材５４を接
触させる。発熱部材６０は、熱を発する部材であり、内側部材１２の外周面、言い換えれ
ば外側部材１４ａの内周面１８を覆うシート状の部材である。発熱部材６０は、加熱ステ
ップにおいて、外側部材１４ａを内周面１８側から加熱する。従って、発熱部材６０は、
例え加圧部材５４により押圧した箇所だけ加熱されたとしても、外側部材１４ａの内側の
加熱を補助して、加熱を促進することができる。発熱部材６０は、例えば加熱ステップに
おいて発熱するが、それ以外においては発熱しないことが好ましい。また、発熱部材６０
は、複合材料１０内に残留しても強度への影響が低い部材であることが好ましい。発熱部
材６０としては、例えば、電磁場などで発熱する金属粉などを含む発熱フィルムや、発熱
用電極が印字されたフィルムなどが挙げられる。又は、内側部材１２に直接発熱回路を印
字してもよい。また、加圧部材５４として超音波振動するものを用いた場合、発熱部材６
０を、それに対するエネルギーダイレクタとなるような凹凸状のフィルムとしてもよい。
また、内側部材１２の表面を予め凹凸形状としてもよい。この場合、例えば、スパッタリ
ングにより、内側部材１２の表面に熱した樹脂を付着させることで、凹凸形状を実現でき
る。また、発熱部材６０に用いるフィルムは、内側部材１２や外側部材１４の樹脂と同じ
材料としておくと、加熱後に混ざり合うため、好ましい。なお、発熱部材６０は、必ずし
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も設けられなくてもよい。
【００６６】
　図８は、複合材料の形状の他の例を示す図である。本実施形態では、複合材料１０がＩ
字形状であったが、上述のように、形状はこれに限られない。例えば、図８に示すように
、複合材料１０ｂは、翼形状であってもよい。複合材料１０ｂは、複合材料１０と同様の
工程で製造され、芯材としての内側部材１２ｂの周囲に外側部材１４ｂが覆われた形状と
なっている。
【００６７】
　図９は、成形後の外側部材の部分図の一例である。外側部材１４ａが、樹脂繊維を含ま
ない強化繊維３２と、樹脂繊維３４ａとが織り込まれて筒状に形成された場合であって、
内側部材１２の強化繊維２２同士が、内側層２５内において、互いに織り込まれている場
合、成形後の複合材料１０の構造は、図９のようになる。すなわち、図９に示すように、
この複合材料１０が有する外側部材１４は、強化繊維３２（第１強化繊維）と、強化繊維
３２を覆う樹脂３４（樹脂層）を有する筒状の部材となる。この場合、強化繊維３２は、
他の繊維に織り込まれていない。一方、内側部材１２は、外側部材１４の内部に密着して
設けられ、言い換えれば、外側部材１４が、内側部材１２の周囲に密着して設けられた形
状となる。そして、内側部材１２は、互いに交差する強化繊維２２Ａ、２２Ｂ（第２強化
繊維）と、強化繊維２２Ａ、２２Ｂを覆う樹脂２４を有する内側層２５が重なった部材と
なる。このような複合材料１０は、所望の形状を容易に実現でき、かつ、強度の低下がよ
く抑制されたものとなる。
【００６８】
　また、本実施形態では、外側部材１４は、熱可塑性樹脂を含有する繊維が織り込まれた
コミングル材であった。ただし、外側部材１４は、織り込まれることで波状に延在する強
化繊維３２によって筒状に形成されているものであれば、コミングル材に限られない。図
１０は、複合材料の他の例の模式図である。図１０に示すように、例えば、外側部材１４
Ｓは、強化繊維３２Ｘ、３２Ｙ、３２Ｚ（第２強化繊維）が、三次元状に織り込まれてい
てもよい。強化繊維３２Ｘ、３２Ｙ、３２Ｚは、強化繊維３２と同じ材料であり、樹脂繊
維を含まないが、樹脂繊維を含んでもよい。
【００６９】
　強化繊維３２Ｘは、例えば方向Ｘに沿って延在し、強化繊維３２Ｙは、例えば方向Ｙに
沿って延在し、強化繊維３２Ｚは、例えば方向Ｚに沿って延在する。強化繊維３２Ｘと強
化繊維３２Ｙとは、互いに織り込まれている。織り込まれるとは、例えば、Ｘ方向に沿っ
て隣接する２つの強化繊維３２Ｙのうち、一方の強化繊維３２Ｙは、ある強化繊維３２Ｘ
よりもＺ方向に沿った上側に位置しているのに対し、他方の強化繊維３２Ｙは、同じ強化
繊維３２ＸよりもＺ方向に沿った下側に位置しているような形状を指す。また、強化繊維
３２Ｚは、強化繊維３２Ｘ、３２Ｙの間に挿通されつつ蛇行して、方向Ｘや方向Ｙに沿っ
て延在している。すなわち、強化繊維３２Ｘ、３２Ｙ、３２Ｚは、織り込まれることで波
状に延在している。
【００７０】
　外側部材１４Ｓは、成形前の状態においては、強化繊維３２Ｘ、３２Ｙ、３２Ｚが外部
に露出しており、樹脂層に覆われていない。外側部材１４Ｓは、成形時において、例えば
内側部材１２から溶け出した樹脂２４が、強化繊維３２Ｘ、３２Ｙ、３２Ｚに含浸し、成
形後に、強化繊維３２Ｘ、３２Ｙ、３２Ｚが樹脂２４に覆われる。ただし、強化繊維３２
Ｘ、３２Ｙ、３２Ｚの表面に、微量の樹脂を塗布することで、成形前から樹脂に覆われて
いてもよい。この場合でも、強化繊維３２Ｘ、３２Ｙ、３２Ｚが波状に延在しているため
、この外側部材１４Ｓも、所望の形状を容易に実現することができる。
【００７１】
　このように、図１０に示す複合材料１０において、外側部材１４Ｓは、互いに交差して
織り込まれた強化繊維３２Ｘ、３２Ｙ、３２Ｚ（複数の第１強化繊維）と、強化繊維３２
Ｘ、３２Ｙ、３２Ｚを覆う樹脂層と有する筒状の部材となる。また、内側部材１２は、外
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側部材１４Ｓの内部に密着して設けられ、言い換えれば、外側部材１４Ｓが、内側部材１
２の周囲に密着して設けられた形状となる。内側部材１２は、一方向に向かって延在する
複数の強化繊維２２（第２強化繊維）と、強化繊維２２を覆う樹脂２４を有する内側層２
５が重なった部材となる。
【００７２】
　また、図５Ｂに示すように、樹脂繊維３４ａの代わりに、炭素繊維と樹脂繊維とが混ぜ
られた強化繊維が用いられた場合、成形後の外側部材１４は、互いに交差して織り込まれ
た複数の第１強化繊維と、第１強化繊維を覆う樹脂層を有する筒状の部材となる。そして
、内側部材１２は、一方向に向かって延在する複数の強化繊維２２（第２強化繊維）と、
強化繊維２２を覆う樹脂２４を有する内側層２５が重なった部材となる。このような複合
材料１０は、所望の形状を容易に実現でき、かつ、強度の低下がよく抑制されたものとな
る。
【００７３】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、この実施形態の内容により実施形態が限定され
るものではない。また、前述した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的
に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。さらに、前述した構成要素は適宜
組み合わせることが可能である。さらに、前述した実施形態の要旨を逸脱しない範囲で構
成要素の種々の省略、置換又は変更を行うことができる。
【符号の説明】
【００７４】
　１０　複合材料
　１２、１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ　内側部材
　１４、１４ａ、１４Ａ、１４Ａａ、１４Ｂ、１４Ｂａ、１４Ｃ、１４Ｃａ　外側部材
　２２　強化繊維（第２強化繊維）
　２４　樹脂
　３２　強化繊維（第１強化繊維）
　３４　樹脂
　３４ａ　樹脂繊維
　３５　空間
　３６、３６Ａ、３６Ｂ、３６Ｃ　開口
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【図４Ｄ】 【図５Ａ】
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【図９】

【図１０】
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